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事業名 
菊
きく

池川
ち が わ

直 轄
ちょっかつ

河川
か せ ん

環 境
かんきょう

整備
せ い び

事業
じぎょう

 

(河川
か せ ん

利用
り よ う

推進
すいしん

事業
じぎょう

) 

事業主体 九州地方整備局 

事業 

区間 

自：熊本県
くまもとけん

玉名市
た ま な し

大浜町
おおはまちょう

 

至：熊本県
くまもとけん

菊池市
き く ち し

赤星
あかほし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 

着手 
平成 7年度 工事着手 平成 7年度 

これまで（平成 16 年度まで）の事業費 1,143 百万円 

事 
業 
の 
概 
要 

全体 

事業費 今後（平成 17 年度以降）の事業費 1,899 百万円 

・ 「水と自然と文化がふれあうゆたかなふるさとの流れ 菊池川」を基本理念として、豊かな自然に

つつまれたうるおいのある郷土のシンボルとし、生活にとけこんだふるさとの水辺空間を形成する。

さらに、歴史と緑の織りなすゆとりある水辺空間・伝統文化等の保全・利活用をとおして、観光・

教育・交流等の拠点として身近で親しみのある水辺を創出し、環境学習・自然体験・憩いの空間と

しての利用促進を目的とする。 

・ 方針としては、菊池川流域の特性である歴史伝統・文化財・社会環境（温泉等）を生かし、自治体・

民間団体と連携し環境整備を行うことにより、より多くの河川利用者を迎え、地域の情報発信・交

流活動の拠点として流域の連携強化・活性化を図る。 

事 
業 
の 
目 
的 

下流（玉名平野） 

・ 広い高水敷があり、身近な釣りやピクニックの場として利用。 

・ 河岸や水辺が流域住民の憩いの場として、スポーツやレクリエーションの場として楽しめる空間とな

るよう整備。 

中流（菊水・三加和風土記の丘） 

・沿川に古代遺跡が分布し、菊池川の歴史性を代表する地域であり、カヌー大会などのイベントも開催。

・水との親しみを通じて、郷土の歴史・文化に触れ、郷土を愛する心を育むゆとりの空間となるよう整

備。 

上流（菊鹿盆地） 

・良質米の産地として知られる豊かな田園地帯。 

・落ち着いた田園風景の中で、釣りや水遊び等、安全に水に親しめる、心安らぐ空間となるよう整備。 
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概 
略 
位 
置 
図 

 

宮崎県

鹿児島県

大分県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

菊池川
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

事

業

内

容 

事業概要  

菊池川の豊かな自然環境・歴史文化等の保全・利活用をとおして、観光・教育・交流等の拠点

として身近で親しみのある水辺を創出し、環境学習・自然体験・憩いの空間としての利用促進を

図る。 

 

実施内容 

事業費 ：1,337 百万円 

整備期間：平成 7年～平成 17 年 

整備内容： 

上流（菊鹿盆地） 

 

鹿本・七城地区(利用促進) 

・梶屋(水辺プラザ) 

緩傾斜堤防 12,300 ㎡、階段護岸 7箇所、多自然型護岸 1,200 ㎡  等 

 

・分田(水辺の楽校) 

階段護岸 5箇所、バリアフリー坂路 1箇所、散策路 6,000 ㎡  等 

 

・鹿本(水辺のネットワーク) 

階段護岸 7箇所、散策路 16,000 ㎡、護岸工 1,100 ㎡  等 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

●鹿本・七城地区(利用促進) 

●梶屋 (水辺プラザ) 

事業費：577 百万円 

整備期間：H7 年度～H11 年度 

整備目的：自然・歴史・文化・健康・休養並びに交流を備えた水辺プラザ交流施設の拠点整

備と、本流域の自然の持つ多様な機能を尊重し、河川の大切さを感じさせる水辺

整備を総合的に行うものである。 

整備内容：緩傾斜堤防 12，300 ㎡、階段護岸 7箇所、多自然型護岸 1，200 ㎡  等 

（整備前） 

航空写真 

 

 

 

（整備後） 

 

 

事

業

内

容 

河川整備 

 

 

 

 

 

河川(再)1-5  



水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

●分田 (水辺の楽校) 

事業費：275 百万円 

整備期間：H14 年度～H15 年度 

整備目的：平成 14年度より実施される総合学習に合わせ、子供達が安全に水辺に近づける「環

境階段」、植物や魚等と触れ合い遊びながら自然の大切さを学ぶ「親水施設」、ま

た、市民が憩える「親水空間」の創造を目指すものである。 

整備内容：階段護岸 5箇所、バリアフリー坂路 1箇所、散策路 6，000 ㎡  等 

河道整備   

階段護岸 

 

  

 

事

業

内

容 

バリアフリー坂路 

 
俵転がし 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

●鹿本 (水辺のネットワーク) 

事業費：485 百万円 

整備期間：H15 度～H17 年度（予定） 

整備目的：当該地区を「環境学習ゾーン」「自然体験遊びのゾーン」「野外活動ゾーン」「自然環

境保全ゾーン」の 4つにゾーン分けし、市民の憩える親水空間の創造を目指すもので

ある。 

整備内容：階段護岸 7箇所、散策路 16,000 ㎡、護岸工 1,100 ㎡  等 

 

 

 

事 

業 

内 

容 

散策路 

渡橋 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅰ 

事
業
の
必
要
性 

１
）
事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

① 地域の開発状況 

・ 流域内には山鹿温泉や菊池温泉、玉名温泉などの数多くの温泉と江田船山古墳（国指定重要

文化財）に代表される多くの古墳が分布する。 

 
玉名温泉 江田船山古墳 

 

・ 産業は農業が主体となっており、米、スイカ、メロンなどが特産品である。農業就業者数は

減少傾向だが高い農業産出額を保持している。 

 

業産出額の推移

0

50,000

100,000

150,000

S50 S55 S60 S61 S6

県農業動向年

業産出額及び生

（百万円）

図 農

資料：熊本県農業動向年報より（農業生

 

・ 流域内の人口は、ほぼ横ばいである。

きな変化はない。 

 

0
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（人）

0
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250000

S35 S4

（人）

図 流
          資料：熊本県統計年

河川

農

本

 

3 H1 H2 H3 H4 H6 H7 H8 H9 H11 H12 H13

報より

産農業所得より流域内の３市３郡を抜粋）
熊

（農 
 
業産出額の推移 

産額及び生産農業所得より流域内の３市３郡を抜粋）

また周辺土地利用状況は宅地化が進んでいるものの大

域内人口の推移

0

本

域内人口の推移

0

本

流流 
S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12

県統計年鑑国勢調査人口及び

市町村行政区別人口調査より

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12

県統計年鑑国勢調査人口及び

市町村行政区別人口調査より
熊熊

各各 

 

域内人口の推移 
鑑国勢調査人口及び各市町村行政区別人口調査より 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

 

事
業
の
必
要
性 

１
）
事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

② 河川の利用状況 

菊池川は流域に数多く残る古墳群や舟運施設の跡等からわかるように、古くから人々の生

活と深く結びついている河川であり、スポーツ・散策・釣り・水遊び等の場として利用され

ている、また、流域で行われるイベントや催し物には、歴史・伝統・文化を強く反映したも

のが多く、代表的な催し物として山鹿灯籠祭り・玉名大俵祭りなどがある。 

 

表 菊池川関連のイベント開催状況（平成 16 年度開催予定含む） 

イベント内容 開催回数 

自然体験、河川学習 年 5回 

花火大会、各種催し物 年 4回 

ボート・サイクリング大会 年 2回 

 
  

  

 

  

 
田んぼの学校 菊池川親子流域探検隊 

 

 

 

 
玉名大俵まつり 菊池川 Eボート大会 

 
山鹿灯籠祭り 菊水古墳祭 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅰ 

事
業
の
必
要
性 

１
）
事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

「平成 15 年度河川空間利用実態調査」による菊池川水系の利用状況は以下のとおり 

 

¾ 年間利用者総数は、約 48 万人（推計値）である。 

沿川市町村人口約 21万人に対する年間平均利用回数は約 2.3 回（推計値）となっている。

¾ 河川利用形態は、スポーツ・散策が多い。 

 

 

表 菊池川の年間河川空間利用状況 
区 年間推計値（千人） 利用状況の割合

分 平成15年度 平成15年度

利 スポーツ 251

用 散策等 158

形 釣り 39

態 水遊び 28

別 合計 476

利 高水敷 380

用 水際 47

場 堤防 29

所 水面 20

別 合計 476

項目

ｽﾎﾟｰﾂ
(53%)散策

等

釣り(8%)

水遊び(6%)

水面(4%)
堤防(6%)

水際(10%)

高水敷
(80%)

 
出典：「平成 15 年度河川空間利用実態調査」 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅰ 

事
業
の
必
要
性 

１
）
事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

③ 関連事業との整合 

（地域の将来構想における位置付け） 

・ 熊本県の地域毎の振興計画においては、菊池川は水と親しむ空間として位置づけている。 

・ また、菊池市、山鹿市、玉名市などのまちづくり委員会においては、「まち・川・人」をテー

マに、菊池川流域の都市として、まちづくりの新たな姿を目指し、地域整備の計画を策定し

ており、まちづくりの中心に菊池川を位置付けている。 

 

鹿本町 
鹿本町 

基本計画 

・水辺プラザかもとを核とした観光、特産品の PR 

・菊池川等の豊かな自然と活かした、自然とふれあえる体験学習など

による都市との交流 

・ホタル再生のための水路の整備 

・川辺に近づき、ふれあえるための護岸の整備 

・多自然型景観河川整備の促進 

・治水と利水に配慮した河川づくり 

・河川ボランティアづくり 

山鹿・鹿本

地区 

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ

21 熊本 

・自然生態系および歴史・文化遺産に配慮した河川整備 

・水と親しむ空間づくり 

・上下流と連携して、川下りなどの菊池川の活用の推進 

・道の駅「鹿北」「あんずの丘」「水辺プラザ」などを拠点とした個性

ある地域づくり 

・森林や河川などの自然環境に配慮した治山、治水 

菊池地区 同上 

・竜門ダムをはじめ、菊池ツーリズムの拠点となる地域内の既存施設

の利活用。 

・菊池川などにおける河川浄化活動や川釣り、水遊びなど川と親しむ

地域づくり。 

 

・ 「七城町ウォーキングトレイル事業(七城町)」「菊池川水運再発見事業(山鹿市・鹿本町・七

城町」などと連携を行いながら事業を実施するなど、関連事業との整合が図られている。

 

七城町ウォーキングトレイル事業概要図     菊池川水運再発見協議会の活動 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅰ 

事
業
の
必
要
性 

１
）
事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

④ 河川環境等をとりまく状況 

・ 玉名市、山鹿市、菊池市などのまちづくり委員会においては、菊池市の歴史・伝統や豊

かな自然環境を活かした町づくり計画が検討しており、河川利用推進改善等の整備構想

を作成し、整備要望をだしている。 

 

要望元 概要 

菊池川改修完遂期成

同盟会 

・ 大浜地区：砂浜の再生及び地域交流の場としての整備の実施 

・ 白石地区：既存の「古墳公園」・「道の駅」等の既存施設と関連付け

た河川環境の整備 

・ 山鹿地区：山鹿大堰橋から分田橋まで約 5 キロ区間の堤防補強を

兼ねた桜づつみの整備 
・ 七城町：鹿本町の「水辺プラザ」「水辺の楽校」に連携した、ウォー

キングトレイル事業への支援要請 
菊池川魅力のあるま

ちづくり委員会 

（事務局：玉名市） 

・ 玉名市の町づくり計画と関連付け、菊池川下流流域の治水・自然

再生・河川利用推進・景観及び河川環境改善等の整備構想を作成 

菊池川・川とまちづく

り委員会 

（事務局：山鹿市） 

・ 山鹿市と菊池川の歴史と伝統を活かした町づくり計画に関連付け、

市民が親しめる自然環境・流域内外との交流や地域活性の拠点と

して寄与する整備構想を作成。 
菊池川魅力のあるま

ちづくり委員会 

（事務局：菊池市） 

・ 菊池市の歴史・伝統や豊かな自然環境を持つ菊池川源流の都市と

しての特色を活かし、流域市町村との交流・連携を深め地域の活性

化につながるまちづくり・川づくり整備構想を作成。 
菊池市ダム流域対策

協議会 
・ 迫間川の水質保全強化・水と親しむ交流施設の整備を要望。 

大浜町町づくり検討

委員会 

・ 玉名市の「一区一輝」運動の一環として、大浜校区独自に委員会を

発足、地域の整備要望の取りまとめ・清掃活動・松林復元などの活

動を行っている。 
・ 尚、本委員会の整備要望は、玉名市の「菊池川の魅力あるまちづく

り委員会」にも反映されている。 
水辺の楽校推進協議

会 

（分田：中富地区） 

・ 水辺ﾌﾟﾗｻﾞから水辺の学校周辺の河川環境整備について、地元住

民代表・関係行政機関・鹿本町・学校関係者等からの意見を出し合

い、地域の声を反映した河川整備の実施を目的としている。 

白石地区に係る河川

利用推進検討会 

・ 白石地区は菊池川本川の高水敷について、雑草が繁茂し近づきが

たい状況のため、隣接した既存施設である古墳公園・道の駅・カヌ

ー館等と関連付けた河川環境整備の要望が強く、菊水町及び地元

住民代表・既存施設の管理者等により、地域の意見を反映した河

川整備構想を策定した。 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅰ 

事
業
の
必
要
性 

１
）
事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

⑤ 地域の協力体制（利活用推進体制など） 

・ 菊池川流域市町村および市民団体により、「菊池川流域連携懇談会」「菊池川流域連携会

議」「菊池川流域同盟」が結成され、流域の活性化、川の利活用推進、水質浄化活動が行

われており、地域の協力体制は整っている。 

菊池川流域連携会議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

菊池川流域連携懇談会 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ 菊池川では「菊池川流域連携会議」等の市民団体により、河川体験・環境学習を目的と

した「菊池川わんぱく体験ツアー」や「菊池キッズ探検隊」等が開催されており、各自

治体の協力体制も含め河川利用推進への協力体制が整っている。 

菊池川わんぱく体験ツアー（カヌー体験） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

菊池キッズ探検隊（ボート体験） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ 特に、熊本県内の菊池川流域２１市町村及び関係２団体により組織された「菊池川流域

同盟」においては、河川浄化条例（流域２１市町村の統一条例）を制定し、河川浄化活

動を行っている。なお、菊池川流域同盟には、国土交通省菊池川河川事務所・熊本県は

アドバイザーとして参加しており、事務局は玉名市環境保健課が務めている。 

河川浄化条例の概要 
条例の策定日 平成４年６月２２日 

条例の概要 

・ 河川浄化のために関係市町村と連携を図り、必要に応じ、国・県に対して協
力を要請することが出来る。 

・ 無リン洗剤及び石鹸洗剤を使用するよう努めなければならない。 
・ 河川の浄化を推進するため、河川水援隊員を置く。 

条例策定の 
背景 

・ 菊池川本川及び流域や有明海の汚濁が進み下流域・海岸部に汚泥が蓄積
し、シジミやアサリ貝が酸欠を起こし死滅したとされている。 

・ 昭和６２年頃、最下流の玉名市が独自に浄化条例の検討を開始する。 
・ 菊池川や有明海の浄化のためには菊池川流域全体の問題として取り組む

ことが必要であることから、上流からの汚濁水流入を防ぐため、上流流域の
市町村にも働きかけ、流域内の全ての自治体が水質浄化のための統一条
例を制定することが不可欠とし、浄化運動を展開することになった。  
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅰ 

事
業
の
必
要
性 

１
）
事
業
を
巡
る
社
会
情
勢
等
の
変
化 

 

・ 平成１３年度から大量発生しているブラジルチドメグサへの対応として、「菊池川流域同

盟」に参加している２１市町村では、発生状況の情報交換を行っており、平成１３年度

～１６年度にかけて２市７町が菊池川本支川において独自に除去作業行っている。 

 
菊池川流域同盟 

（流域住民によるチドメグサ撤去状況） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

・ 平成１４年度より堤防及び高水敷の除草及び周辺美化について、地元自治体と契約を締

結し実施している。平成１４年度は鹿本町・七城町の２町と契約を締結、平成１５年度

からは菊池市を加え１市２町にて契約を締結し除草及び周辺美化を実施している。 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

（利活用状況） 

・ 「環境学習・自然体験・憩いの空間としての利用促進」を目的とした菊池川の河川利

用推進事業については、既に２地区において河川利用推進事業が実施され、いずれも

市民の憩いの場として親しまれている。整備箇所毎の活用状況は以下のとおり。 

 

¾ 梶屋（水辺プラザ）では、水路での水遊びなどの河川とのふれあいの場として利

用されているとともに、平成 14 年度には約 96 万人の観光客が訪れる観光施設と

なっている。空間利用実態調査によると、水辺空間利用者が事業実施後には、7

万人近く（推計値）に達している。 

¾ 分田（水辺の楽校）では「俵ころがし」を利用したボートによる川下りや付近の

小学校での体験学習の場として利用されている。 

Ⅰ

  

 

事 

業 

の 

必 

要 

性 

 

２
）
事
業
の
投
資
効
果 

 

 

558,134 561,359
651,997

325,793 358,165
306,824

883,927
919,524

958,821
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200,000

400,000
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H12 H13 H14

県外客

県内客

 
図 菊池川水辺プラザかもと利用状況 

 出典：熊本県商工観光労務部「熊本県観光統計表」 

 

鹿本・七城地区 年間河川利用者数(推計値)

0
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／
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整備期間 Ｈ7-Ｈ17
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図 鹿本・七城地区 年間河川利用者数（推計値）の動向 

 出典：河川水辺の国勢調査「空間利用実態調査」 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

 

平成 16 年度 分田（水辺の楽校） イベント開催状況 

イベント名 開催日 実施主体 内容 対象 

菊池川キッズ 
探検隊 

７月１８日 
菊池市 
青年会議所 

・ 菊池川周辺の「俵転がし」よ
りゴムボートによる川下り
体験を開催 

小学校 3～6年生
160 名 

親子流域探検隊 
菊池川 

７月３１日 
菊池川 
河川事務所 

・ カヌー体験 
・ 水生生物調査 
・ 川と里山の動物たちについ

ての勉強会 
・ 川の音を聴こう（川のサウン

ドマップ体験） 
・ 川を流れてみよう、ロープレ

スキュー体験 

親子（小学生 3
年生以上） 
10 組 26 名 

水生生物調査 ８月３日 
菊池川 
河川事務所 

・ 水辺の楽校分田の水生生物
を採取し生息状況から河川
の状況を学ぶ体験学習 

七城町立七城中
学校の 1、2年生
25 名程度  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●水遊び状況：梶屋（水辺プラザ） 
平成 15 年 8月 18 日 

●菊池川キッズ探検隊：分田（水辺の楽校） 
平成 16 年 7 月 18 日 利用者数１６０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「川を流れてみよう」 
救命胴衣を着用し川に流された場合の安全な
対処法を学ぶ。 

「ロープレスキュー体験」 
川を流された時の岸辺からのロープによる救助
について体験。 

Ⅰ

  

 

事

業

の

必

要

性 

２
）
事
業
の
投
資
効
果 

●親子探検隊菊池川：分田（水辺の楽校） 平成 16 年 7 月 31 日 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅰ 

 

事

業

の

必

要

性 

２
）
事
業
の
投
資
効
果 

鹿本・七城地区の梶屋（水辺プラザ）周辺 

・ アンケート結果より、水辺プラザは、水辺、公園での憩い、休憩の場、自然体験の場

として利用されているとともに、買い物や食事を目的としてリピーターが多く訪れて

おり、地域の活性化の拠点となっていることが分かる。 

 

⇒ 複数回訪問している利用者（リピータ

ー）の割合が多く、利用者に親しまれて

いることが分かる。 

⇒「事業が実施されてよかった」と回答し

た利用者の割合が８割を超えており、利

用者から高い評価が得られている。 

回（年3～4
回）
20%

月1回程度
18% ｎ＝649

 

 無回答
11%どちらともいえ

ない。
8%

よくなかったと
思う。
0.3%

よかったと思
う。
81%

ｎ＝649

⇒ 利用目的が多岐にわたっており、多様な

ニーズに対応した整備がなされているこ

とが分かる。 

⇒「水辺プラザかもと」（本館および水辺）

が整備されて良かったと思う理由とし

て、親水性の向上、景観の向上のほか、

地域活性化が挙げられている。 

 

 

 

  
0 100 200 300

(回答）
複数回答あり

 
梶屋（水辺プラザ） 

 

・ 平成 15 年度の川の通信簿（住民アンケート）による評価をみると、「利用を促す施

設も整い、水辺の利用がしやすい」等の評価を得ている【☆☆☆☆（相当よい）】。 

・ また、水系全体６箇所を評価した結果、平均で 3.2 星の評価を得ている。 

  
※☆☆☆☆☆（非常に良い。すばらしい。）、☆☆☆☆（相当良い。満足感を味わえる。）、☆☆☆（かなり

良い部分があり一定の満足感が味わえる。）、☆☆（ある程度良い部分がある。）、☆（一部は良い部分が

ある。） 
 

【現在の状況を「良い」と評価されている 

点検項目】 

- 景色はいいですか 

 - 堤防や河川敷には、近づきやすいですか 

 - 水辺へ入りやすいですか 

 - 広場は利用しやすいですか 

 - 散歩はしやすいですか    等･ 

【現在の状況を「普通」と評価されている 

点検項目】 

- 豊かな自然を感じますか 

- 水はきれいですか 

- 流れている水の量は十分ですか 

 

 ※「悪い」と評価されている点検項目はなし 

2～3ヶ月に1

週2回以上
6%

週1回程度
10%

月2～３回程
度
23%

無回答
1%

年1回程度
7%

ゼロではない
が、年1回未

満
3%

今日はじめて
利用した

12%

165

4

313

466

21

24

210

46

0 100 200 300 400 500

水辺、公園での憩い、休憩の場として

カヌー体験の場として

温泉利用のため

買物のため

散歩やサイクリングのルートとして

自然体験の場として

食事のため

その他

（回答）
複数回答あり

234

190

210

82

178

102

15

水辺・護岸・散策路の整備等により利用しや
すくなったから

水辺を安心して利用できるようになったから

景観がよくなったから

生物・生態系などの自然環境の改善・維持

につながったから

周辺地域に活気が出たから

他人や将来の世代にとって、良いものが出

来て嬉しいから

その他
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

利用状況写真 

梶屋（水辺プラザ） 

 
 
 
 
 
 
 

田んぼの学校① 

 

 

 

 

 

 

 

田んぼの学校② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水辺プラザ周辺 

旧河川水路一般利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

水辺プラザ周辺 

旧河川水路一般利用状況 

（カヌー利用） 

 

 

 

 

 

 

 

水辺プラザ周辺 

旧河川水路一般利用状況 

（水遊び親水利用） 

分田（水辺の楽校） 

Ⅰ 

 

事

業

の

必

要

性 

２
）
事
業
の
投
資
効
果 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊地川水辺の楽校①             菊地川水辺の楽校② 

 

 

 

 

 

 

 

菊地川親子流域探検隊 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

執 行 済 額  

追加予定事業費 

1,143 百万円(事業着手～H16 年度) 

1,899 百万円 

Ⅱ 
 
事

業

の

進

捗

状

況 

全体計画のうち、平成 15 年度までに鹿本・七城地区（利用促進）の「梶屋（水辺プラザ）」「分

田（水辺の楽校）」が完成、「鹿本（水辺のネットワーク）」については、平成 17年度に完成予定で

ある。 

平成 17 年度以降は、「北宮地区（利用促進）」「山鹿地区（利用促進）」「白石地区（利用促進）」

「永徳寺地区（利用促進）」「大浜地区（利用促進）」の 5 事業を予定しており、現在まちづくり委

員会等において協議されている。 

 

事業進捗による整備状況 

・鹿本・七城地区（利用促進）H7 年度～H17 年度（予定） 

・梶屋(水辺プラザ)  H7 年度～H11 年度 

緩傾斜堤防 12,300 ㎡、階段護岸 7箇所、多自然型護岸 1,200 ㎡  等 

・分田(水辺の楽校)  H14 年度～H15 年度 

階段護岸 5箇所、バリアフリー坂路 1箇所、散策路 6,000 ㎡  等 

・鹿本(水辺のネットワーク） H15 年度～H17 年度（予定） 

階段護岸 7箇所、散策路 16,000 ㎡、護岸工 1,100 ㎡  等 

 

残事業状況 

・白石地区（利用促進） H17 年度以降実施予定  

親水護岸 1箇所、低水護岸 1箇所  等 

・大浜地区（利用促進） H17 年度以降実施予定  

砂浜再生  等 

・永徳寺地区（利用促進）H17 年度以降実施予定 

遊歩道、バリアフリー坂路  等 

・山鹿地区（利用促進） H17 年度以降実施予定  

親水護岸、遊歩道、バリアフリー坂路  等 

・北宮地区（利用促進） H17 年度以降実施予定 

親水護岸、遊歩道、バリアフリー坂路  等 
事業スケジュール 

鹿
本
・
七
城

（H17年度

以降）

（H17年度

以降）

利用促進北宮

利用促進永徳寺

利用促進白石

水辺の楽校プロジェクト分田

（H17年度

以降）

（H17年度

以降）
利用促進山鹿

H20

（H17年度

以降）

H18H19H17H16H15H14H13

利用促進大浜

水辺のネットワーク鹿本

地域交流拠点水辺プラザ梶屋

H12H11H10H9H8H7事業種別地区名

鹿
本
・
七
城

（H17年度

以降）

（H17年度

以降）

利用促進北宮

利用促進永徳寺

利用促進白石

水辺の楽校プロジェクト分田

（H17年度

以降）

（H17年度

以降）
利用促進山鹿

H20

（H17年度

以降）

H18H19H17H16H15H14H13

利用促進大浜

水辺のネットワーク鹿本

地域交流拠点水辺プラザ梶屋

H12H11H10H9H8H7事業種別地区名
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

Ⅲ 
事 
業 
の 
進 
捗 
の 
見 
込 
み 

・ これまでに完成している箇所が２箇所で、いずれも順調に進捗してきた。 

・ 今後予定箇所の６箇所(うち１箇所は事業中)についても、まちづくり委員会等で地域の要望等

を踏まえ事業を実施していく予定であり事業進捗に問題はない。 

- 鹿本・七城地区(鹿本(水辺のネットワーク))： 

平成１２年より「水辺の楽校推進協議会」として(行政、地域代表、学校関係者

等)１１回開催、平成１４年度より事業実施に際し河川利用・維持管理に配慮し

た事業計画を討議し、実施工事に反映している。 

- 白石地区：白石地区河川利用推進検討会(行政、ＮＰＯ、地域代表等)３回開催、整備計画(案)

策定。整備予定箇所近隣に「肥後古代の森」・「道の駅」等の既存施設があり、菊

水町の「万世の都」構想と連携し河川整備・維持管理を計画しており、河川の利

用推進及び周辺施設への利用者増が見込まれる。 

- 大浜地区：玉名市のまちづくり委員会(行政、学識者、ＮＰＯ、地域代表等)を３回開催、地

域の意見、要望等を取りまとめた整備構想を作成、具体的な整備計画を地域の意

見を聞きながら策定予定。玉名市の「一区一輝」運動の一環として大浜校区の住

民により、「大浜まちづくり検討委員会」を平成１３年に設置、現在まで４２回

開催し委員会独自の清掃・松林復元活動を実施し、砂浜の復元・整備後の利活用・

維持管理についても検討されており、周辺住民の河川利用の増加が見込まれる。

- 永徳寺地区：まちづくり委員会(行政、学識者、ＮＰＯ、地域代表等)を３回開催、地域の意

見、要望等を取りまとめた整備構想を作成、今後更に地元と協議し、具体的な整

備計画を地域の意見を聞きながら策定予定。当該箇所周辺については、河川敷グ

ラウンド・駐車場等が玉名市により整備されており、菊池川と平行して流れる支

川裏川は河川公園として整備されている、周辺施設と連携し菊池川本川の環境整

備・維持管理を行うことにより、当該地区及び周辺施設への利用者増が見込まれ

る。 

- 山鹿地区：まちづくり委員会(行政、学識者、ＮＰＯ、地域代表等)を３回開催、地域の意見、

要望等を取りまとめた整備構想を作成、今後更に地元と協議し、具体的な整備計

画を地域の意見を聞きながら策定予定。当該箇所は背後に山鹿温泉の旅館街・市

街地を控えており、山鹿灯籠祭り花火大会等では多くの利用者を集める箇所であ

り、山鹿市の旧肥前街道整備計画等と連携し環境整備・維持管理を行えば、河川

利用の促進・地域観光の拠点として、多くの利用者が見込まれる。 

- 北宮地区：まちづくり委員会(行政、学識者、ＮＰＯ、地域代表等)を４回開催、地域の意見、

要望等を取りまとめた整備構想を作成、今後更に地元と協議し、具体的な整備計

画を地域の意見を聞きながら策定予定。当該箇所については、菊池市により背後

地に複合レクリエーション施設の構想があり、河川環境整備と連携した事業を維

持管理も含め検討を行い、新たな観光・環境学習の拠点とし整備を予定しており、

河川利用の促進が見込まれる。 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

１
）
代
替
案
の
可
能
性
の
検
討 

菊池川は古くから人々の生活と密接に結びついており、周辺は農地・住宅地・温泉等により

開発されているため、貴重なオープンスペースである河川空間を有効活用したいとの地元市

町村・地域住民の要望が強いため、他の空間を活用する等の代替案は考えられない。 

Ⅳ 

コ
ス
ト
縮
減
や
代
替
案
立
案
の
可
能
性 

２
）
コ
ス
ト
縮
減
方
策 

 

（遊歩道設置） 

遊歩道の整備において、現地の発生土を利用した土系舗装を実施するため現地土質試

験等固化剤の混入率を決定し、発生土の有効利用及び購入土の使用減量を図り、 

約１，５００千円のコスト縮減が実現している。 

 

・購入土での土系舗装   1,500ｍ2×7.5 千円／ｍ2＝11,250 千円 

 ・残土での土系舗装    1,500ｍ2×6.5 千円／ｍ2＝ 9,750 千円  

               コスト縮減額    1,500 千円  
 

 

固化材混入状況 転圧状況 

  

 

分田（水辺の楽校）（木製階段工） 

・ 階段の整備について、杉の間伐材に防蝕加工を施しリサイクルの促進を図っている。 

完成箇所近影 完成全景 

  

 



 
水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

対
応
方
針
（
原
案
） 

事業継続 
（理由） 

・ 菊池川河川環境整備事業（河川利用推進事業）は、「水と自然と文化がふれあうゆたかなふる

さとの流れ菊池川」の基本理念を踏まえて、河川空間の適正な保全と利用を図るため「水辺プ

ラザかもと」のまちづくりや、水辺、カヌー等を活用した環境学習、自然体験活動の支援整備

などを実施している。 

・ これまで整備した箇所では、多目的な利用形態での使用、空間利用頻度の向上、地域協力体制

が創出されるなど事業の効果が見られるとともに、今後の事業推進について地元自治体等から

期待されている。 

・ 今後も地域の諸計画、要望などを踏まえ、今一層、利活用の仕組み、管理体制も含め地域と一

体となって事業を進めていく。 

・ また、利活用の方法及び管理の方法についても今後地域との連携を深めていく。 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

参 

考 

資 

料 

費用対効果の試算 
環境整備の経済効果手法については未だ確立されていないが、「河川に係る環境整備の経済評

価の手引き（試案）」（平成 12 年６月 河川に係る環境整備の経済評価研究会）に掲載されてい

る幾つかの手法に基づき試算した。 
 
【整備中の箇所】 
鹿本・七城地区（H7～H17） 
当該箇所は、水辺プラザかもとを含む箇所が既に供用済みであり、既に利用実績があること

から、仮想状況での CVM によるよりも、訪問（利用）実績を踏まえた TCM による評価が適

切であると考えられるため、TCM による便益計測を行う。 
 
＜TCM 調査による便益計測の概要＞ 

TCM 調査では便益の及ぶ範囲を複数の地区に区分し、各地区からの利用頻度と旅行費用を

把握して需要曲線を推定、便益を計測する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①調査範囲の設定とゾーニング 

利用者アンケート（「水辺プラザかもと」周辺利用者に対して 1,000 票を 10／9～11 に配

布：649 票回収）における利用者の居住地の実績に基づき調査対象を九州全域と設定する。

ゾーンは近隣地域は市町村単位、遠方は県単位で設定し、その地区の距離を県庁、市役所、

町村役場までの道路距離として設定する。 
  

②各地区における人口当たりの利用頻度の調査 
利用者アンケートより得られた「水辺プラザかもと」利用者の居住地ゾーン、利用頻度の

データを活用する。 
 
 

① 調査範囲の設定

とゾーニング

② 各地区における
人口当たりの利用

頻度の調査

③ 各地区からの旅

行費用の算定

④ 需要関数の推定

⑤ 便益の算定
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

参 

考 

資 

料 

③各地区からの旅行費用の算定 
旅行費用は移動費用と時間費用の合計からなり、移動費用は移動距離に移動単価をかけた

金額、時間費用は移動時間に時間単価をかけた金額である。時間価値等は以下のように設定

した。 
 ・時間価値    62.86 円/台･分 （「費用便益分析マニュアル」平成 15 年 8 月 国土

交通省 道路局 都市・地域整備局） 
 ・ガソリン代   10 円/km・台  （「費用便益分析マニュアル」平成 15 年 8 月 国土

交通省 道路局 都市・地域整備局より概算） 
 ・乗車人員  ２人/台    （乗用車の利用を想定） 

 
自動車の場合 

 
アクセス費用（旅行費用）[円/人]＝水辺までの所要時間[分] × 時間価値[円/人・分]  

＋水辺までの道路距離[km] × ガソリン消費単価[円/km・人] 
             =水辺までの所要時間[分] × 62.86[円/台・分] ÷ 2[人/台] 

＋水辺までの道路距離[km] × 10[円/km・台] ÷ 2[人/台] 
 

 

④需要関数の推定 
整備前の需要関数（D1）と整備後の需要関数（D2）、各ゾーンの旅行費用（ｐA）から、

各ゾーンの消費者余剰を整備前と整備後で増加した分を面積（下図の斜線部）として算出し、

地区ごとの消費者余剰を算出する。なお、各ゾーンの距離・所要時間・トラベルコストは、

各県庁、市役所または町村役場からの片道の値（自動車走行ルートを測定）とし、人口は 2004
年 10 月１日時点の推計人口の値を用いた。 

旅行費用ｐ

ｐA

XA XB

A

整備による便益

訪問者数X

B

O

D2

D1

 
⑤便益の算定 

地区ごとの消費者余剰に地区人口をかけ、便益を算出する。各地区の便益を合計したもの

が当該事業の便益となる。 
 
 

（１）便益（B）の算出 
上記の設定のもと、トラベルコスト法より年間便益は、532,614 千円／年と算定された。 

なお、将来の年間便益は、受益範囲や利用意向等を不変と想定し、同額とした。 
 

 



 

水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

参 

考 

資 

料 

（２）費用（C）の算出 
維持管理費用や残存価値の算定方法については「治水経済調査マニュアル（案）」（平成

12 年 5 月 建設省河川局）にしたがった。 
 
 
（３）費用便益分析結果 
・ 施設の耐用年数（50 年）、社会的割引率（4％）については「治水経済調査マニュアル（案）」

（平成 12 年 5 月 建設省河川局）にしたがった。現在価値化の基準年度は、平成 16 年度

とした。 
・ 費用便益分析結果は以下の通りである。 
 

総便益 11,001,648（千円） 
B／C＝ 

建設費＋維持管理費－残存価値 
＝ 

1,645,009（千円） 
＝6.69 

 
整備期間：H 7～H17 までの 11 年間 
供用期間：H18～H67 までの 50 年間 

総便益 11,001,648 
建設費 1,503,178 

維持管理費 159,204 
残存価値 17,372 

B／C 6.69 
（単位：千円） 

 
 
【平成 17 年度以降の整備予定箇所】 

平成 17 年度以降に整備予定している、白石地区、大浜地区、永徳寺地区、山鹿地区、北宮

地区の各箇所の費用便益分析を行った。これらの箇所は、まだ利用実績がないことから、CVM
によるアンケートにより得られた１世帯あたりの支払意思額（WTP）を基に便益を算出する。 
なお、分析の際には、川内川木場地区で実施された CVM アンケートから算出された 1 世帯

当あたり支払意思額（2,104 円/世帯・年）を原単位の参考値として用いた。 
 
＜CVM による便益計測の概要＞ 

CVM 調査では、計測対象となる便益に対する支払意思額を受益者に回答してもらい、貨幣

換算の困難な様々な便益に対する個々の受益者の評価額のデータを収集する。これを統計的に

集計・分析することで、受益者全体の代表的な便益原単位を設定し、受益対象となる世帯数を

乗じて便益を算定する。 
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

参 

考 

資 

料 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
以下では、上記のフロー図に従い、参考とした木場地区 CVM アンケートにおける便益計測

方法について説明する。 
 
①計測する便益の明確化 

事業の特長や目的に応じて計測対象とする便益を明確化する。当該事業による利用者の利

便性の向上、快適性の向上を主たる計測対象としている。 
 
②サンプル抽出 

偏りのない方法でサンプルを選んでアンケート票を配布する必要があることから、無作為

なポスティングによる方法をとった。また、CVM では一世帯あたりの WTP を問うため、世

帯における家計支出に関して意思決定しうる立場にある人が回答者となることが必要であ

る。このため「世帯で主な収入を得ている方か、それに準ずる方（配偶者など）」という形で

回答者を指定している。 
 

③アンケート票の作成 
支払意思額を適正に把握するためには、可能な限りバイアスを生じさせない質問方式を採

らなくてはならない。 
質問方式は、回答の容易さから、一対比較方式とした。また、「設問と回答の意図の相違」

によるバイアスを排除するために、負担金に賛同する、または賛同しないと判断した理由を

問う設問を設けた。 
 
④配布、回収 

調査票の配布はポスティングにより行い、回収は郵送により行った。 
 
⑤便益の計測 

まず、解析に用いる有効回答を抽出するため、「判断基準が不適当」などの異常データを排

除する。回答結果から、ノンパラメトリック法により賛同率曲線を導き、支払意思額（WTP）
の代表値を、最大提示額である 5,000 円で裾切りした 1 世帯あたりの支払意思額の裾切り平

均値によって 2,104（円/世帯・年）と設定した。 
 

①計測する便益の明確化 

②サンプル抽出 ③アンケート票の作成 

④配布、回収

⑤便益の計測
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

参 

考 

資 

料 
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便益は以下の式で算出される。 

 
 
 

実際の便益算定においては、便益額を現在価値換算する必要があるため、下記のように年間

便益に社会的割引率を乗じて評価期間内に発生する総便益を求める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）便益（B）の算出 
 
①各箇所に共通する分析の前提条件 

・ 受益対象の世帯は事業箇所から、直線距離でおおむね 10km の範囲内とした。 
・ 1 世帯あたりの便益原単位は 2,104 円/年を参考とし、「河川に係る環境整備の経済評価の手引き

（試案）」（平成 12 年６月 河川に係る環境整備の経済評価研究会）での、事業箇所からの距離

帯に応じた利用率の分析結果から、以下の表のように各受益対象市町村の便益原単位を設定し

た。 
 

事業箇所からの距離 利用率に基づく便益原単位算定式 便益原単位 
～5km 未満 2,104（円/世帯・年）×70％ 1,473（円/世帯・年） 

5km 以上～10km 未満 2,104（円/世帯・年）×55％ 1,157（円/世帯・年） 
10km 以上～ 2,104（円/世帯・年）×45％ 947（円/世帯・年） 

＊事業箇所からの距離は各市役所、町村役場までの道路距離とした。 

× × 集計世帯数 評価期間 計測したＷＴＰ ＝ 便 益 

( )
( )∑

=

1-

0 1

n

i
i
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r
B
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＝便益額

年次の便益額：

：社会的割引率

：評価期間ただし、
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水系名 事業名 菊池川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） 

参 

考 

資 

料 

②各事業の受益対象市町村の受益世帯数、年間便益 
 

 受益世帯数 年間便益（千円/年） 
白石地区 23,127 26,296 
大浜地区 31,691 36,756 
永徳寺地区 33,686 42,733 
山鹿地区 33,200 38,895 
北宮地区 26,761 32,288 

 
・ 将来の年間便益は、原単位、受益者数ともに不変と想定し、同額とした。 

 
 
（２）費用（C）の算出 
・ 維持管理費用や残存価値の算定方法については「治水経済調査マニュアル（案）」（平成 12 年 5

月 建設省河川局）にしたがった。 
 
 
（３）費用便益分析結果 
・ 施設の耐用年数（50 年）、社会的割引率（4％）については「治水経済調査マニュアル（案）」（平

成 12 年 5 月 建設省河川局）にしたがった。現在価値化の基準年度は、平成 16 年度とした。 
・ 各事業の費用便益比は以下の通りである。 
 

（単位：千円） 
箇所名 総便益 建設費 維持管理費 残存価値 B／C 

白石地区 482,876 363,472 37,185 4,275 1.22 
大浜地区 674,944 533,671 55,089 4,950 1.16 
永徳寺地区 596,315 133,315 13,954 2,370 4.12 
山鹿地区 587,040 144,193 15,093 2,220 3.74 
北宮地区 527,097 239,138 24,487 3,555 2.03  

 

河川(再)1-28  


